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公募型プロポーザルの公告 

 

公募型プロポーザルにより保育業務委託及び保育士派遣業務の事業者の特定を行います

ので、次のとおり公告します。 

 

平成 2９年１２月１５日 

                          公立大学法人奈良県立医科大学 

                          理事長   細 井 裕 司 

 

１． 業務概要 

（１） 業務名 

公立大学法人奈良県立医科大学保育業務委託及び保育士派遣業務 

（２） 業務実施期間 

平成３０年４月 1 日から平成３３年 3 月 31 日まで 

ただし、契約締結日から業務実施までの期間を準備期間とします。この期間に要す

る一切の費用は受託者の負担とします。 

（３） 業務目的及び内容 

①保育業務委託 

職員等が養育する子どもの保育を通じて、子どもの心身の健やかな成長を育む

とともに、職員の子育て支援を行うことにより職員間の絆を深め、安心して働き

やすい職場環境を整えることを目的とし、保育園運営業務を委託します。 

②保育士派遣業務 

医療を要する子どもとその家族を対象として、保育支援を通して、本人と家族

の QOL の向上を目指すことを目的とし、保育士を派遣します。 

（４） 上限金額 

３年間総額 ３７６，６００，０００円（消費税及び地方消費税を除く。）を限度と

します。 

 

２． 参加資格 

プロポーザルの参加資格は、プロポーザル参加表明書の提出日現在において以下の要件

をすべて満たすこととします。 

（１）法人を設立して 5 年以上経過しており、財務状況、損益状況及び資金状況が良好で

あること。 

（２）入所定員５０人以上の認可保育施設又は認可外保育施設の運営実績（業務委託契約に

よる運営も含む。）が３年以上あること。かつ、現在も継続して運営していること。 

（３）本店所在地において、都道府県税の滞納がないこと。 
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（４）厚生労働大臣による労働者派遣事業の許可を有すること。 

（５）公立大学法人奈良県立医科大学物品購入等の契約に係る取引停止等措置要領に基づ

く取引停止等の措置（奈良県の入札参加資格停止の措置を含む。）期間中でないこと。 

 

３． 事業者の特定方法 

委託者は事業者を特定するにあたり、参加者を公募し、当該参加者に対して参加表明書

及び提案書の提出を求め、評価基準に基づき審査を行い、最も高得点を獲得した者を契約

候補者として特定します。ただし、各委員の平均点が6割に満たない場合は、該当なしと

します。 

プロポーザルへの参加を希望する場合は、募集要領に従って参加表明書及び提案書を提

出期限までに「８．お問い合わせ先」に提出することとします。 

なお、主な日程は下記のとおりです。 

（１）現地見学会            平成２９年１２月２２日（金） 

（２）参加表明書の提出期限       平成 2９年１２月２８日（木） 

（３）質問票の受付期間         平成 2９年１２月２５日（月） 

                 ～平成３０年 １月 ４日（木） 

（４）提案書の提出期限         平成３０年 １月１７日（水） 

（５）プレゼンデーション実施      平成３０年 １月２５日（木） 

 

４. 公募型プロポーザル募集要領等の交付 

（１）交付期間 

 平成２９年１２月１５日（金）から平成 2９年１２月２８日（木）まで。 

（公立大学法人奈良県立医科大学ホームページの調達情報のページよりダウンロ

ードしてください。http://www.naramed-u.ac.jp/university/chotatsujoh

o/chotatsujoho/index.html） 

（２）交付資料 

(ア) 公立大学法人奈良県立医科大学保育業務委託及び保育士派遣業務プロポーザル募

集要領 

(イ) 公立大学法人奈良県立医科大学保育業務委託及び保育士派遣業務仕様書 

(ウ) 参考図面１～３ 

 

５．再委託 

（１）本業務の全部を再委託することは禁止します。 

（２）業務の一部を再委託する場合は、委託者と協議の上、合意を得るものとします。 

 

６．契約の不締結 

http://www.naramed-u.ac.jp/university/chotatsujoho/chotatsujoho/index.html
http://www.naramed-u.ac.jp/university/chotatsujoho/chotatsujoho/index.html
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（１）結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、契約候補者となった者が公

立大学法人奈良県立医科大学契約規程第 32 条第 1 項（7）～（13）のいずれかの

規定に該当する事由があると認められるときは契約を締結しないものとします。な

お、この場合、委託者は一切の損害賠償の責を負いません。 

（２）契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、

遅滞なくその旨を本学に報告せず、又は警察に届け出なかったと認められるときは、

契約の相手方としない措置を講じることがあります。 

 

７．その他 

詳細は、「公立大学法人奈良県立医科大学保育業務委託及び保育士派遣業務プロポーザル

募集要領」、「公立大学法人奈良県立医科大学保育業務委託及び保育士派遣業務仕様書」によ

ります。 

 

８．お問い合わせ先 

〒６３４－８５２１ 奈良県橿原市四条町８４０番地 

公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部 総務課 総合調整係 担当：大道・谷 

TEL(代表) ０７４４－２２－３０５１（内線２２０６） 

FAX      ０７４４－２５－７６５７ 

E-mail  soumuka@naramed-u.ac.jp 

mailto:soumuka@naramed-u.ac.jp

